
調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年４月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１４１件→１４４件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４１３件 ４件 ４１７件

製造業 ８１５件 １件 ８１６件

情報通信業 ４２９件 ３件 ４３２件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２１件 1件 ２２２件

卸売業 ２３９件 １件 ２４０件

小売業 ２８９件 ７件 ２９６件

不動産業 １１６件 ６件 １２２件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２３７件 ０件 ２３７件

学校教育・教育支
援業

８５件 ３件 ８８件

その他（注８） ５３４件 １２件 ５４６件

合計 ３，３７８件 ３８件 ３，４１６件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １１９件 ３件 １２２件

買いたたき
（注５）

３，０１５件 ３８件 ３，０５３件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５７件 ０件 ２５７件

合計（注６） ３，４６３件 ４１件 ３，５０４件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，１３２件 ４，４６３件
３，３７８件

（１４４件※）
３８件

（７件）
７件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年５月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１４１件→１４５件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４１７件 ４件 ４２１件

製造業 ８２４件 １件 ８２５件

情報通信業 ４３５件 ３件 ４３８件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２２件 1件 ２２３件

卸売業 ２４１件 １件 ２４２件

小売業 ２９１件 ７件 ２９８件

不動産業 １１８件 ６件 １２４件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２３９件 ０件 ２３９件

学校教育・教育支
援業

８５件 ３件 ８８件

その他（注８） ５４２件 １２件 ５５４件

合計 ３，４１４件 ３８件 ３，４５２件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １２４件 ３件 １２７件

買いたたき
（注５）

３，０４８件 ３８件 ３，０８６件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５７件 ０件 ２５７件

合計（注６） ３，５０１件 ４１件 ３，５４２件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，２６７件 ４，５４５件
３，４１４件

（１４５件※）
３８件

（７件）
７件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年６月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１４３件→１４７件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４２５件 ４件 ４２９件

製造業 ８２８件 １件 ８２９件

情報通信業 ４４５件 ３件 ４４８件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２５件 1件 ２２６件

卸売業 ２４２件 １件 ２４３件

小売業 ２９６件 ７件 ３０３件

不動産業 １２１件 ６件 １２７件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２４２件 ０件 ２４２件

学校教育・教育支
援業

８６件 ３件 ８９件

その他（注８） ５５２件 １２件 ５６４件

合計 ３，４６２件 ３８件 ３，５００件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １２７件 ３件 １３０件

買いたたき
（注５）

３，０９４件 ３８件 ３，１３２件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５７件 ０件 ２５７件

合計（注６） ３，５５０件 ４１件 ３，５９１件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，３５０件 ４，６５８件
３，４６２件

（１４７件※）
３８件

（７件）
７件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年７月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（144件→148件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４３１件 ４件 ４３５件

製造業 ８４４件 １件 ８４５件

情報通信業 ４５７件 ３件 ４６０件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２７件 1件 ２２８件

卸売業 ２４５件 １件 ２４６件

小売業 ３００件 ７件 ３０７件

不動産業 １２４件 ７件 １３１件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２４６件 ０件 ２４６件

学校教育・教育支
援業

８８件 ３件 ９１件

その他（注８） ５６５件 １２件 ５７７件

合計 ３，５２７件 ３９件 ３，５６６件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １２９件 ３件 １３２件

買いたたき
（注５）

３，１５８件 ３９件 ３，１９７件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５７件 ０件 ２５７件

合計（注６） ３，６１６件 ４２件 ３，６５８件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，３７８件 ４，７３２件
３，５２7件

（１４８件※）
３９件

（７件）
７件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年８月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（145件→151件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４３８件 ４件 ４４２件

製造業 ８５２件 １件 ８５３件

情報通信業 ４６６件 ３件 ４６９件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２８件 1件 ２２９件

卸売業 ２４６件 １件 ２４７件

小売業 ３０４件 ７件 ３１１件

不動産業 １２７件 ７件 １３４件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２５０件 ０件 ２５０件

学校教育・教育支
援業

９０件 ３件 ９３件

その他（注８） ５７０件 １２件 ５８２件

合計 ３，５７１件 ３９件 ３，６１０件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，事業サービス業（ビルメンテナンス業・警
備業等），娯楽業等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １３１件 ３件 １３４件

買いたたき
（注５）

３，２０２件 ３９件 ３，２４１件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５７件 ０件 ２５７件

合計（注６） ３，６６２件 ４２件 ３，７０４件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，４１５件 ４，７９６件
３，５７1件

（１５１件※）
３９件

（７件）
８件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年９月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（146件→152件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４４６件 ４件 ４５０件

製造業 ８６３件 １件 ８６４件

情報通信業 ４７１件 ３件 ４７４件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２２８件 1件 ２２９件

卸売業 ２５０件 １件 ２５１件

小売業 ３０８件 ７件 ３１５件

不動産業 １２８件 ７件 １３５件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２５２件 ０件 ２５２件

学校教育・教育支
援業

９３件 ３件 ９６件

その他（注８） ５７７件 １３件 ５９０件

合計 ３，６１６件 ４０件 ３，６５６件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １３４件 ３件 １３７件

買いたたき
（注５）

３，２４６件 ４０件 ３，２８６件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，７１０件 ４３件 ３，７５３件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，５２４件 ４，８６８件
３，６１6件

（１５２件※）
４０件

（７件）
８件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年１０月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（149件→155件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４５６件 ４件 ４６０件

製造業 ８７３件 １件 ８７４件

情報通信業 ４７９件 ３件 ４８２件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３０件 1件 ２３１件

卸売業 ２５６件 １件 ２５７件

小売業 ３１１件 ７件 ３１８件

不動産業 １２８件 ７件 １３５件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２５６件 ０件 ２５６件

学校教育・教育支
援業

９５件 ３件 ９８件

その他（注８） ５９２件 １３件 ６０５件

合計 ３，６７６件 ４０件 ３，７１６件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，事業サービス業（ビルメンテナンス業・警
備業等），娯楽業等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １３６件 ３件 １３９件

買いたたき
（注５）

３，３０６件 ４０件 ３，３４６件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，７７２件 ４３件 ３，８１５件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，７３２件 ４，９３６件
３，６７6件

（１５５件※）
４０件

（７件）
８件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年１１月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（149件→155件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４６２件 ４件 ４６６件

製造業 ８８２件 １件 ８８３件

情報通信業 ４８７件 ３件 ４９０件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３１件 1件 ２３２件

卸売業 ２５６件 １件 ２５７件

小売業 ３１１件 ７件 ３１８件

不動産業 １３０件 ７件 １３７件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２５７件 ０件 ２５７件

学校教育・教育支
援業

９６件 ３件 ９９件

その他（注８） ５９８件 １３件 ６１１件

合計 ３，７１０件 ４０件 ３，７５０件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，事業サービス業（ビルメンテナンス業・警
備業等），娯楽業等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １３７件 ３件 １４０件

買いたたき
（注５）

３，３４０件 ４０件 ３，３８０件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，８０７件 ４３件 ３，８５０件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，８８４件 ５，０１３件
３，７１0件

（１５５件※）
４０件

（７件）
８件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成２９年１２月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１４９件→１５５件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４６９件 ４件 ４７３件

製造業 ８９４件 １件 ８９５件

情報通信業 ４９７件 ４件 ５０１件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３２件 1件 ２３３件

卸売業 ２５９件 １件 ２６０件

小売業 ３１１件 ７件 ３１８件

不動産業 １３２件 ７件 １３９件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２５７件 ０件 ２５７件

学校教育・教育支
援業

９７件 ３件 １００件

その他（注８） ６０４件 １３件 ６１７件

合計 ３，７５２件 ４１件 ３，７９３件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，事業サービス業（ビルメンテナンス業・警
備業等），娯楽業等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １３９件 ３件 １４２件

買いたたき
（注５）

３，３８２件 ４１件 ３，４２３件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，８５１件 ４４件 ３，８９５件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

９，９８１件 ５，１１０件
３，７５２件

（１５５件※）
４１件

（７件）
８件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成３０年１月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１５１件→１５８件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４８５件 ４件 ４８９件

製造業 ９１１件 １件 ９１２件

情報通信業 ５０３件 ４件 ５０７件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３４件 1件 ２３５件

卸売業 ２６５件 １件 ２６６件

小売業 ３１６件 ７件 ３２３件

不動産業 １３３件 ７件 １４０件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２６４件 ０件 ２６４件

学校教育・教育支
援業

１００件 ３件 １０３件

その他（注８） ６１７件 １３件 ６３０件

合計 ３，８２８件 ４１件 ３，８６９件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １４５件 ３件 １４８件

買いたたき
（注５）

３，４５６件 ４１件 ３，４９７件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，９３１件 ４４件 ３，９７５件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

１０，０４５件 ５，１８４件
３，８２８件

（１５８件※）
４１件

（７件）
１０件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成３０年２月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（5,235件→5,297件、153件→160件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ４９７件 ４件 ５０１件

製造業 ９１７件 １件 ９１８件

情報通信業 ５０５件 ４件 ５０９件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３６件 1件 ２３７件

卸売業 ２６７件 １件 ２６８件

小売業 ３２０件 ８件 ３２８件

不動産業 １３６件 ８件 １４４件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２６８件 ０件 ２６８件

学校教育・教育支
援業

１０３件 ３件 １０６件

その他（注８） ６３０件 １３件 ６４３件

合計 ３，８７９件 ４３件 ３，９２２件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，娯楽業，事業サービス業（ビルメンテナン
ス業・警備業等）等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １４７件 ３件 １５０件

買いたたき
（注５）

３，５０６件 ４３件 ３，５４９件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ３，９８３件 ４６件 ４，０２９件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

１０，０７８件 ５，２97件※
３，８７９件

（１６０件※）
４３件

（８件）
１０件



調査・取締り状況（平成２５年１０月～平成３０年３月末まで）

表１ 転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）

（注１）調査着手，立入検査及び指導の各件数は，公正取引委員会及び
中小企業庁の合算。

（注２）転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金
支払遅延等防止法に基づく中小企業庁の指導を含む。

（注３）括弧内は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導件数。
（注４）勧告は，公正取引委員会のみが行う。

※ 件数を修正しました（１５４件→１６１件、令和３年９月２４日）。

表３ 勧告及び指導件数の内訳(業種別)（注７）

業種 指導 勧告 合計

建設業 ５２４件 ４件 ５２８件

製造業 ９３６件 １件 ９３７件

情報通信業 ５２３件 ４件 ５２７件

運輸業（道路貨物
運送業等）

２３９件 1件 ２４０件

卸売業 ２７８件 １件 ２７９件

小売業 ３２３件 ８件 ３３１件

不動産業 １３６件 ８件 １４４件

技術サービス業
（広告・建築設計
業等）

２７３件 ０件 ２７３件

学校教育・教育支
援業

１０６件 ３件 １０９件

その他（注８） ６３９件 １３件 ６５２件

合計 ３，９７７件 ４３件 ４，０２０件

（注７）複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった
場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。

（注８）「その他」は，事業サービス業（ビルメンテナンス業・警
備業等），娯楽業等である。

表２ 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

行為類型 指導 勧告 合計

減額 １５２件 ３件 １５５件

買いたたき
（注５）

３，６０３件 ４３件 ３，６４６件

役務利用・
利益提供の要請

７２件 ０件 ７２件

本体価格での
交渉の拒否

２５８件 ０件 ２５８件

合計（注６） ４，０８５件 ４６件 ４，１３１件

（注５）買いたたきの勧告及び指導件数には，平成２６年３月３１日以
前に減額行為があり，同年４月１日以降に違反のおそれがあるも
のを含む。

（注６）事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及
び表３に記載の件数とは一致しない。

調査着手 立入検査
指導

（注２）
勧告

（注４）
措置
請求

１０，１３６件 ５，３５７件
３，９７７件

（１６１件※）
４３件

（８件）
１０件


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

